
 
 
  

よりよい町にみんなでつくる“協働”のまちづくり 

元気な地域づくり応援事業 

地域の抱える課題解決に！地域の取り組みを応援します！ 

令和 9 年度実施事業募集 

令和 8 年 7 月 17 日まで！ 



 

 

○●元気な地域づくり応援事業とは●○ 

 町では、地域づくりを支援するため、「元気な地域づくり応援事業」を創設しまし

た。これは、地域の抱えるさまざまな課題を解決しようとする地域の取組み（プロジ

ェクト）について住民の皆さまから提案を受け、企業や個人からのふるさと納税を募

って支援する事業です。 

 補助率は最高 100％！地域活性化のため、ぜひ事業の活用を御検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○●補助対象例●○ 

*地域住民の交流の拡大を図るコミュニティ支援活動 

*地域の賑わいを生み出す活動 

*まちの魅力向上・発信のための取組み 

*少子高齢化・人口減少対策のための取組み 

※あくまで一例です。地域で行う幅広い取り組みを補助の対象とします。 

 

 

 



 

○●補助対象者●○ 

5 人以上で構成され、町内に住所を有する者を複数人含む、世羅町の活性化のために

地域づくり活動を行う団体 

○●補助率・補助額●○ 

*補助率：補助対象となる経費の 100％以内 

*補助額：1 件当たり 20 万円以上 1000 万円以下 

※補助金はプロジェクトに対するふるさと納税額により算出して交付することになります。 

○●助成を受けるための手続き●○ 

*申請書の提出 

 支援を希望される方は、所定の申請書等に必要事項を記載し、関係資料を添付して世羅町役場企

画課へ提出してください。 

*受付期間 

 令和 8 年 7 月 17 日（金）17 時まで受け付けます。 

*公開審査 

 支援を希望される方は、プレゼンテーションによる公開審査会を実施しますので、申請団体にプ

ロジェクトの説明をいただきます。審査結果を踏まえて、プロジェクトを認定します。 

*ふるさと納税の募集 

 認定を行ったプロジェクトについて、期間を定めてふるさと納税を募集します。募集の結果、集

まったふるさと納税額から算出した補助金額が最低金額に達すればプロジェクトは成立です。 

*補助金交付申請 

 助成による事業の結果は「実績報告書」により報告していただきます。 

 

※詳しくは申請要綱を確認ください。 

  



 

○●お問合先●○ 

世羅町役場企画課地域支援係 

〒722-1192 広島県世羅郡世羅町大字西上原 123-1 

電話：0847-22-3206 

Mail：kikaku@town.sera.hiroshima.jp 

 

世羅町©せら坊 

詳しくは世羅町 HP へ 


